
様式第 1号(第６条関係) 

 

三芳町住宅防犯対策補助金交付申請書兼請求書 

年   月   日 

（あて先）三芳町長 

 

三芳町住宅防犯対策補助金の交付を受けたいので、三芳町住宅防犯対策補助金交付要綱第６条の規定によ

り裏面の誓約事項及び同意事項を確認し、誓約及び同意の上、関係書類を添えて次のとおり申請(請求)します。 

申 請 者 

住 所 

三芳町 

上富 ・ 北永井 ・ 藤久保 ・ 竹間沢 ・ みよし台 

フ リ ガ ナ  

氏 名 
 

生年月日 
 

電話番号  

メ ー ル  

防犯対策の内容 
(右記の器具等の購入・設置） 

 

※該当する□に✔を 

記入してください。 

☑ 防犯カメラ □ 防犯フィルム 

□ 人感センサーライト □ センサーアラーム 

□ モニター付きインターホン □ 詐欺被害防止電話機器 

□ その他の器具等（                                      ） 

購入（設置）年月日  

建物の所有区分 
 

※該当する□に✔を 

記入してください。 

☑  持 家    □ 借 家   □ 管 理 組 合   □  そ の 他

（                   ） 

※二世帯住宅等に居住されている場合は下記の□にもチェックを記入してください。 

□ 今回申請する住宅等は二世帯住宅等です 

補助対象経費         円 

交付申請(請求)額 

                                   円 

※補助額は購入費(消費税を含む)の２分の1に相当する額とし、15,000円を限度と

する。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

振 込 先 

(申請者とする) 

金融機関名 
農協・信用組合 

銀行・信金金庫 

          

本店 ・ 支店 

口座番号 
普通 ・ 当座   No.                        

フリガナ  

口座名義人  

※裏面も必ず記入してください。  

日付は記入しないでください 

1100番地 1 

ジチ タロウ 

ジチ タロウ 

自治 太郎 

自治 太郎 

領収書の金額（全額）を記入してください 
記入しないでください 

1966年 2月 23日 

049-258-0019 

chiiki@town.saitama-miyoshi.lg.jp 

2025年 4月 1日 

埼玉りそな 鶴瀬 

1234567 



 

誓約事項、同意事項及び提出書類についてご確認いただき、申請書チェック欄にチェックマーク✔を

記入してください。 

 

誓 約 事 項 
申請書 

チェック 
町使用欄 

【全員】 

① 申請者世帯に、この補助金の交付を受けている者はいません。 ✔  

② 町税の滞納はありません。 ✔  

③ 暴力団及び暴力団員ではありません。 ✔  

④ 住宅等の売買を目的として実施するものではありません。 ✔  

【借家の場合】 

⑤ 住宅設備の整備等を行うことについて、所有者に同意を得ています。   

【防犯カメラ設置の場合】 

⑥ 設置場所は、申請者自身の住宅等の敷地内です。 ✔  

⑦ やむを得ず敷地外が撮影範囲に入る場合は、撮影範囲に入る住宅等の使用

者に事前に説明を行い、同意を得ています。 

✔  

⑧ 近隣住民のプライバシーに配慮し、設置しています。近隣の住民が映り込む

場合は、事前に説明を行い、同意を得ています。 

✔  

   

同 意 事 項 
申請書 

チェック 町使用欄 

【全員】 

審査にあたり、私の住民基本台帳、町税の納付状況、固定資産課税台帳等につい

て、公簿等により確認することに同意します。 

✔  

   

提 出 書 類 
申請書 

チェック 町使用欄 

①  

申請書 ✔  

必要事項を記入してください。 

特に口座番号等の振込先情報に誤りがないかご注意ください。 

②  

購入物又は設置工事の領収書(原本) ✔  

領収書の宛名(申請者と同じ)、設置日又は購入日、領収金額、領収年月日、設

置事業者及び販売店の名称等が記載されているもの 

③  
購入物又は設置工事の内容が記載された書類 ✔  

領収書に記載されている場合は不要 

④  

実施写真 ✔  

設置したことがわかる写真 

※設置状況がわかる全体写真（外観写真）と、設置した場所がわかる写真（近景写真） 

※モニター付きインターホンの場合は、室内（モニター）側と屋外側の写真 

⑤  
口座番号がわかるもの ✔  

通帳又はキャッシュカード 

 


